
第���号議案

知事等の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例

知事等の給与の特例に関する条例（平成��年島根県条例第��号）の一部を次の

ように改正する。

第�条中「平成��年�月��日」を「平成��年�月��日」に、「���分の��」を

「���分の��」に改める。

第	条の見出し中「、出納長」を削り、同条中「、出納長」を削り、「���分

の��を」を「、副知事にあっては���分の��を、常勤の監査委員にあっては���分

の�
を、それぞれ」に改める。

第�条中「平成��年�月��日」を「平成��年�月��日」に、「���分の��」を

「���分の�
」に改める。

第�条中「���分の��」を「���分の�
」に改める。

附 則

この条例は、平成��年�月�日から施行し、この条例による改正後の知事等の

給与の特例に関する条例の規定は、平成��年�月分以後の給与について適用す

る。
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